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諮問庁：国立大学法人神戸大学 

諮問日：平成２９年１月２３日（平成２９年（独個）諮問第２号） 

答申日：平成２９年７月２５日（平成２９年度（独個）答申第３２号） 

事件名：本人に係る特定の編入学試験答案用紙の一部開示決定に関する件 

 

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

   別紙の１に掲げる保有個人情報（以下「本件対象保有個人情報」とい

う。）につき，その一部を不開示とした決定については，別紙の２に掲げ

る部分を開示すべきである。 

第２ 審査請求人の主張の要旨 

 １ 審査請求の趣旨 

   独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律（以下「法」と

いう。）１２条１項の規定に基づく開示請求に対し，平成２８年１２月１

２日付け神大情報開示第２１９号により国立大学法人神戸大学（以下「神

戸大学」，「処分庁」又は「諮問庁」という。）が行った一部開示決定

（以下「原処分」という。）について，その取消しを求める。 

 ２ 審査請求の理由 

   審査請求人が主張する審査請求の理由は，審査請求書及び意見書の記載

によると，おおむね次のとおりである。 

 （１）審査請求書 

    特定学部ＨＰにおいて出題の意図が公開されており，また，生協を通

じて配布されている問題用紙において設問ごとの点数も公開されている。

これらの情報を統合すれば，出題意図・評価基準を知ることはすでに可

能である。 

    よって，答案の解答欄を公にしても評価基準が直ちに推測されるとは

いえず，これは法１４条５号ハに当たらないと考える。 

 （２）意見書 

    答案用紙の解答欄の開示を引き続き求める。理由としては以下の２つ

を挙げる。 

   ア 神戸大学が理由として挙げているものは，推測に基づく抽象的な可

能性以外の何ものでもなく，相当の蓋然性があるとは全く考えられ

ない。また，答案の内容開示が出来ないということになれば，入試

判定の異議申立てが出来ない現状においては，採点・判定は大学側

の一方的な裁量に委ねるしかなくなる。 

   イ 理由説明書によると今回開示できない理由としては採点に当たって
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の書き込みがあるためであるという旨の説明があったが，もしそれ

が仮に正当性があるものだとしても，それは私の記述した解答を開

示しないという理由にはならない。原則開示の原則より，文字起こ

しをした私の答案を開示するなど出来る限りの努力をするべきであ

る。神大情報開示１９９号においては入学者選考資料を変形した資

料を開示しており，開示できない情報を取り除いた形での開示はで

きるのではないか。もし仮に記述解答部分も今後の入試事務に影響

をあたえるため開示できないとするのであれば，「特定科目Ｂと総

合的に評価」して点数化される志望理由書等も当然非開示にすべき

であるが，志望理由書等は開示されており，矛盾が出てくることに

なることを追記しておく。 

第３ 諮問庁の説明の要旨 

 １ 審査請求の対象事案について 

   審査請求人から保有個人情報の開示請求があり，平成２８年１２月１２

日付けで保有個人情報の開示をする旨の決定を行い，開示を実施したとこ

ろ，審査請求があった。 

 ２ 一部開示決定とした理由 

   特定年度神戸大学特定学部第３年次編入学試験答案用紙について，答案

用紙の解答欄及び採点に当たって記入された情報については，これらを公

にすることにより評価基準等が推測され，以降の入学試験事務における採

点や評価，問題作成方法等に影響を与えるおそれがあるため，法１４条５

号柱書き及びハに該当するとして，不開示としました。 

   特定年度神戸大学特定学部第３年次編入学学生入学者選考資料について，

開示請求者以外の情報については，特定の個人を識別することができる情

報のため，法１４条２号に該当するとして，不開示としました。また，資

料番号・資料が使用された会議名・資料の取扱・資料の整列規則について

は保有個人情報ではないため，不開示としました。 

 ３ 審査請求について 

   不開示部分のうち，答案用紙の解答欄の開示を求める。特定学部ＨＰに

おいて出題の意図が公開されており，また，生協を通じて配布されている

問題用紙において設問ごとの点数も公開されている。 

   これらの情報を統合すれば出題意図・評価基準を知ることはすでに可能

である。 

   よって，答案の解答欄を公にしても評価基準が直ちに推測されるとはい

えず，これは法１４条５号ハに当たらないと考える。 

 ４ 諮問庁としての考え方 

   原処分の維持が妥当と考える。理由については下記「５」のとおり。 

 ５ 一部開示決定が適当と考える理由 
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   本件審査請求において，審査請求人が開示を求めている部分については

「特定年度神戸大学特定学部第３年次編入学試験答案用紙」内の「解答欄」

についてのみであり，以下，解答欄の不開示理由について説明する。 

   当該試験答案用紙について，掲載されている情報は「試験の標題」，

「受験番号」，「試験科目名」，「受験に当たっての注意」，「解答部分」

及び「採点欄」であり，本件開示請求においては「解答部分」について，

法１４条５号柱書及びハに該当するとし，不開示とした。 

   「解答部分」については，本人が記述した解答及び採点に当たって記載

された正答・不正答・得点・配点等の書き込みがあり，仮にこれらの書き

込みを含め全て開示することとなると，採点に当たって記載された書き込

みから当該入試における採点方法・配点方法・評価基準等が推測されるこ

ととなり，今後の編入学試験に関し当該情報を用いて受験対策を図ること

が可能となり，今後の試験事務において，公平・公正・的確に受験者の学

力を把握することが極めて困難となる。また，そのような事態を回避する

ために，配点の決定や答案の採点・評価の仕方，問題作成の在り方にまで

多大な影響が及ぶおそれがあり，本学の入学試験事務の適正な遂行に支障

を及ぼすおそれが生じることとなる。 

   また，採点に当たって記載された書き込みについては，本人が解答した

記述の上に直接記載されているものもあることから，仮に記載された書き

込みを部分的に不開示にした場合についても，それら不開示部分の有無や

場所・形状等がすなわち採点に関する情報を示すことになり，同じ試験の

他の受験者から同様の開示請求を受け，同様に開示を行った際に，それら

の情報が収集・分析され，やはり当該入試における採点方法・配点方法・

評価基準等が推測されることとなってしまうため，部分的に不開示とする

ことも採用できない。 

   さらに，審査請求人は「出題の意図」が公開されており，既に評価基準

が判明しているため，法１４条５号ハに当たらない旨説明するが，「出題

の意図」は試験における全てのポイントを事細かに網羅したものではない

ため，採点に当たって記載された書き込みが公になることで推測可能とな

り得る試験におけるポイントが，必ずしも「出題の意図」に記載してある

ポイントと一致するとは限らない。 

   本学が「出題の意図」を公にしていることが，更に追加で試験に関する

情報を提供してもよい理由となるものではなく，それら採点に当たって記

載された書き込みが公になることで，本学が意図した情報の提供を上回る

試験に関する情報が推測・提供されることとなり，ひいてはそれらが流布

することで高得点を取るためだけの試験対策を行うことが可能となる。 

   なお，審査請求人は「設問毎の点数」についても公になっている旨主張

するが，本件採点に当たって記入された情報については設問毎の点数だけ
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ではなく，一つの設問内における部分的な配点情報についても含んでおり，

採点者が採点するに当たって記載した部分であり，それらを部分的に開示

することは採点方法・配点方法・評価基準等が推測されることとなるため

開示することはできない。 

   よって，答案用紙の解答欄及び採点に当たって記入された情報について

は，これらを公にすることにより評価基準等が推測され，以降の入学試験

事務における採点や評価，問題作成方法等に影響を与えるおそれがあるた

め，法１４条５号柱書き及びハに該当するとして，原処分のとおりとした。 

第４ 調査審議の経過 

   当審査会は，本件諮問事件について，以下のとおり，調査審議を行った。 

   ① 平成２９年１月２３日  諮問の受理 

   ② 同日          諮問庁から理由説明書を収受 

   ③ 同年２月６日      審議 

   ④ 同月２１日       審査請求人から意見書を収受 

   ⑤ 同年４月２４日     委員の交代に伴う所要の手続の実施，本

件対象保有個人情報の見分及び審議 

   ⑥ 同年７月３日      審議 

   ⑦ 同月２１日       審議 

第５ 審査会の判断の理由 

 １ 本件対象保有個人情報について 

   本件開示請求は，「特定年度神戸大学特定学部第三年次編入学試験に係

り作成・取得された文書である私に関する情報」の開示を求めるものであ

り，処分庁は，本件対象保有個人情報が記録された文書を含む３文書に記

録された保有個人情報を特定し，本件対象保有個人情報については，法１

４条５号柱書き及びハに該当する部分を，その余の保有個人情報について

は，同条２号に該当する部分等を，それぞれ不開示とする決定（原処分）

を行った。 

   審査請求人は，本件対象保有個人情報の不開示部分（以下「本件不開示

部分」という。）の開示を求めているところ，諮問庁は，不開示を維持す

ることが妥当であるとしていることから，以下，本件対象保有個人情報の

見分結果を踏まえ，本件不開示部分の不開示情報該当性について検討する。 

 ２ 本件不開示部分の不開示情報該当性について 

 （１）本件不開示部分について 

    当審査会において，本件対象保有個人情報を見分したところ，次のと

おりであることが認められる。 

   ア 本件対象保有個人情報が記録された文書は，審査請求人に係る「特

定年度神戸大学特定学部第三年次編入学試験答案用紙」であり，特

定科目Ａ及び特定科目Ｂの答案用紙で構成されている。 
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   イ 特定科目Ａの答案用紙には，①標題，②受験番号，③試験科目名，

④解答に当たっての注意事項，⑤問い番号，⑥解答欄の審査請求人

の解答の記述，⑦採点者による書き込み，⑧合計得点等の各情報が

記載されている。本件不開示部分は，⑤問い番号，⑥解答欄の審査

請求人の解答の記述及び⑦採点者による書き込みの情報が記載され

た部分であり，採点者による書き込みについては，審査請求人の解

答の記述の上に直接記載されている部分は存在しない。 

   ウ 特定科目Ｂの答案用紙には，①標題，②受験番号，③試験科目名，

④解答に当たっての注意事項，⑤氏名，⑥解答欄の審査請求人の解

答の記述等の各情報が記載されており，本件不開示部分は，⑥解答

欄の審査請求人の解答の記述の情報が記載された部分であり，そも

そも，採点者による書き込みが記載されている部分は存在しない。 

 （２）不開示情報該当性について 

   ア 諮問庁は，答案用紙には，審査請求人が記述した解答及び採点者が

採点に当たって記載した正答・不正答・得点・配点等の書き込みが

あり，これを開示すると，当該入試における採点方法・配点方法・

評価基準等が推測されることとなり，今後の試験事務において，公

平・公正・的確に受験者の学力を把握することが極めて困難となる

等，入学試験事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれが生じるとし，

また，採点者による書き込みは，審査請求人が解答した記述の上に

直接記載されているものもあることから，採点者による書き込みを

部分的に不開示にした場合についても，それら不開示部分の有無や

場所・形状等がすなわち採点に関する情報を示すことになって，同

じ試験の他の受験者から同様の開示請求を受け，同様に開示を行っ

た際に，それらの情報が収集・分析され，当該入試における採点方

法・配点方法・評価基準等が推測されることとなってしまうため，

部分的に不開示とすることもできないとして，本件不開示部分は，

いずれも法１４条５号柱書き及びハに該当する旨説明する。 

   イ 以下，上記諮問庁の説明を踏まえ検討する。 

   （ア）本件不開示部分のうち，採点者による書き込み部分を除く部分に

記載された情報（⑤問い番号及び⑥解答欄の審査請求人の解答の記

述の各情報）は，答案用紙に当初から記載されている情報又は審査

請求人本人が記載した情報であって，当該記載された内容は審査請

求人が承知している情報であることから，当該部分を審査請求人に

開示しても，神戸大学における入学試験事務の適正な遂行に支障を

及ぼすおそれが生じるとは認められない。 

（イ）特定科目Ａの答案用紙のうち，⑦採点者による書き込みの情報に

ついては，これを開示した場合，当該入試における採点方法・配点
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方法・評価基準等が推測され，公平・公正・的確に受験者の学力を

把握することが極めて困難となる等，神戸大学における入学試験事

務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれが生じるとする諮問庁の説明

は，これを否定し難い。 

なお，上記（１）イのとおり，本件においては，これらの書き込

みは，審査請求人の解答の記述の上に直接記載されてはおらず，当

該部分と容易に区分することができることが認められる。 

   （ウ）以上のことから，本件不開示部分のうち，採点者による書き込み

部分は，法１４条５号柱書き及びハに該当し，不開示としたことは

妥当であるが，その余の部分は，同号柱書き及びハのいずれにも該

当せず，開示すべきである。 

 ３ 審査請求人のその他の主張について 

   審査請求人は，その他種々主張するが，いずれも当審査会の上記判断を

左右するものではない。 

 ４ 本件一部開示決定の妥当性について 

   以上のことから，本件対象保有個人情報につき，その一部を法１４条５

号柱書き及びハに該当するとして不開示とした決定については，別紙の２

に掲げる部分は，同号柱書き及びハのいずれにも該当せず，開示すべきで

あるが，その余の部分は，同号柱書き及びハに該当すると認められるので，

不開示としたことは妥当であると判断した。 

（第５部会） 

  委員 南野 聡，委員 泉本小夜子，委員 山本隆司 
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別紙 

 １ 本件対象保有個人情報 

   審査請求人の「特定年度神戸大学特定学部第３年次編入学試験」に係る

答案用紙に記録された保有個人情報 

 

 ２ 開示すべき部分 

   採点者による書き込み部分を除く部分 

 

 

 


